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Ⅰ 公募概要  
１ 目的  
　糸満市で行われる住民税・確定申告受付補助等に係る人材派遣事業について運営業務を受託する事業者を募集し、公募型プロポーザル（以下「プロポーザル」という。）により選定する。

２ 事業の概要  
（１）事業名
　　　糸満市確定申告受付支援事業
（２）委託名称
　　　糸満市確定申告に伴う業務委託
（３）業務内容
　　　委託業務の詳細については、別紙「糸満市確定申告派遣委託業務に係る人材派遣業務に関する仕様書」のとおりとする。
（４）委託期間
　　　契約締結日から令和８年３月３１日までとする。

[bookmark: _Hlk150113411]４　運営に係る財源
[bookmark: _Hlk150112338]（１）委託料
委託料は、3,928,000円を上限とする。
委託料には、人件費、管理運営費等が含まれる。

（３）経理区分
　　　人件費及び管理運営費等は、それぞれ明確に区分して経理を行い、経理に関する帳簿等必要な書類を整備することとする。

Ⅱ 応募の手続きについて    
１　募集等の主なスケジュール　
	公募開始日（ホームページ掲載）
	令和７年１１月１４日（金）

	質問受付期限
	令和７年１１月１９日（水）

	質問回答（ホームページ掲載）
	令和７年１１月２５日（火）

	応募書類提出期限
	令和７年１１月２８日（金）

	選定結果通知予定日
	令和７年１２月　６日（月）

	契約予定時期
	令和７年１２月中旬予定





２ 応募資格要件 

（1） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 
（２）最近１年間の国税または地方税を滞納している者でないこと。 
（３）過去１０年間に沖縄県から事業所指定停止又は取消の措置を受けていないこと。 
（４）会社更生法(平成１４年法律第１５４号)第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立ての事実がある等、経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 
（５）暴力団員による不当な行為防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
（６）応募法人の役員等（就任予定者を含む。）に公序良俗に反する行為を行っている者がいないこと 。 
（７）宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条に規定する宗教活動を主たる目的とする団体でないこと。
（８）「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に定め
　　　る「労働者派遣事業」の許可を受けた者であること。
（９）沖縄県内に主たる事務所又は営業所を有していること。

３ 応募方法  
（１）提出書類 
	様式
	提出書類名

	表紙
	糸満市確定申告に伴う事業委託事業者応募書類（表紙）

	様式１
	糸満市確定申告派遣委託事業者公募申請書

	様式２
	誓約書

	様式３
	質問書

	任意様式
	企画提案書※（法人概要、過去3年分実績等含む）

	任意様式
	法人理念、基本方針

	任意様式
	役員名簿

	任意様式
	法人代表者履歴書

	任意様式
	法人定款又は寄付行為

	任意様式
	法人の登記事項証明書（応募の３か月以内に発行されたもの） 

	任意様式
	決算書等（直近２期の決算書類） 

	任意様式
	滞納がないことの証明書（市法人税・固定資産税・法人税・消費税及び地方消費税等）

	任意様式
	見積書（派遣業務に係る仕様書の（４）業務期間・業務時間を参考に見積書の提出）



注意 
※様式によって、添付書類が必要な場合があるため、各様式の記載内容や注意事項を十分確認して作成すること。

※提出書類のうち様式番号のあるものは、糸満市ホームページよりダウンロード可能。

（２）提出期限等
　　　①受付期間：令和７年１１月１４日（金）～令和７年１１月２８日（金）
　　　②提出期限：令和７年１１月２８日（金）午後５時（必着）
③提出場所：事務局あてに直接提出とする
　　　④提出書類の規格等：提出書類はA4縦型フラットファイルに左とじとし、書
類にページをうち、インデックスを貼付すること
　　　⑤提出部数：８部（正本１部、副本７部）
（３）質問期間及び回答について
　　　質問期間及び回答日については、次のとおりとする。質問は、質問書（様式３）を使
用し、持参またはメールにて提出する。回答は、ホームページに掲載する。
　　　質問受付期間：令和７年１１月１４日（金）～令和７年１１月１９日（水）　
回答日　：令和７年１１月２５日（火）　糸満市ホームページにて回答

 Ⅲ　審査及び選定について 
   　糸満市確定申告派遣委託事業者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）において、提出書類を公正かつ厳正に審査し選定する。
※本委託業務の選定は提案書のみで審査を行いプレゼンテーションは行わないことを
　予めご了承ください。
 

１　審査項目  
   次の審査項目を踏まえ審査を行う。  
	項目 
	内容 

	1 
	法人概要
（配点：10点）
	ア 
	納税の滞納がない等、受託法人としての資質を備えているか 

	
	
	イ 
	法人の理念、運営方針について 

	2 
	法人実績
（配点：30点）
	ウ 
	人材派遣業務の実績 

	
	
	エ 
	行政機関との人材派遣業務の実績 

	
	
	オ 
	確定申告や住民税申告業務への派遣の実績 

	3 
	人員確保
（配点：20点）
	カ 
	税務事務に適した人員確保が可能か

	
	
	キ 
	欠員時の迅速な対応について 

	
	
	ク 
	職務遂行能力の向上の取組・健康管理等の有無 

	4
	運営の基本理念
（配点：15点）
	ケ 
	応募の動機について 

	
	
	コ 
	人材派遣に係る経費計画の妥当性について 

	
	
	サ 
	公益事業としての視点、公正・中立性な立場の理解について 

	5 
	管理体制の整備
（配点：20点）
	シ 
	夜間・休日等の 時間外対応の体制整備について 

	
	
	ス 
	システム運用、記録等の管理、業務における個人情報の取扱・管理体制について 

	
	
	セ 
	事故の対応と防止等体制について 

	
	
	ソ 
	苦情対応・処理の体制整備について 

	6
	予算及び価格評価
（配点：5点）
	タ
	事業計画に合った予算及び価格について


 　上記の審査項目を踏まえて書類審査を行いますので、御社の実績等を審査項目に沿って
提出の方をお願いします。

 ２　選定方法  
糸満市確定申告に伴う業務委託事業者選定委員による書類審査にて採点

３　審査結果の通知 
選定委員会の審査後、書類提出した事業者全員に対し、令和７年１２月６日までに審査結果を個別に通知するものとする。ただし、審査結果についての質問及び意義の申し立ては受けない。 
※公募結果は、糸満市公式ホームページにて公表する。

Ⅳ．留意事項 
１　当該公募にかかる費用は全て応募事業者の負担とする。
２　応募申請書及び誓約書等に虚偽の内容が記載されている場合は失格とする。
　　３　提出期限以降の差替え及び再提出は認めない。
　　４　提出書類は、いかなる理由があっても返却しない。
　　５　選定委員会により選定した優先候補者が辞退した場合、次順位以降の者を繰り上げ
て選定できるものとする。
　　６　提出された書類は、糸満市情報公開条例に基づき公開することがある。
７　受託事業者の選定ができなかった場合、その他の必要がある場合は、再公募を行う
ことがある。 
　８　公募要項に定めのないものについては、糸満市と受託者が協議の上、決定するものとする。


提出先・問い合わせ先　　糸満市役所　税務課市民税係（2階24番窓口）
電話098-840-8128　　Email：siminzei@city.itoman.lg.jp
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